
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
環
境
対
策
課
）　

　

一

 
規

則

　

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
九
号

　
　
　

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
四
十
条
の
二
」
に
、「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
二
号
中
「
第
九
号
」
を
「
第
九
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
、

風
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
も
の
（
以
下
「
風
力
発
電
所
」
と
い
う
。）
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
事
業

　

第
六
条
第
二
項
中
「
第
一
種
事
業
方
法
書
」
の
下
に
「
及
び
こ
れ
を
要
約
し
た
書
類
（
次
項
、
第
九
条
、
第
十
条
第

五
号
、
第
十
条
の
二
及
び
第
十
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
「
第
一
種
事
業
要
約
書
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三

項
中
「
第
一
種
事
業
方
法
書
」
の
下
に
「
及
び
第
一
種
事
業
要
約
書
」
を
加
え
る
。

　

第
九
条
及
び
第
十
条
第
五
号
中
「
第
一
種
事
業
方
法
書
」
の
下
に
「
及
び
第
一
種
事
業
要
約
書
」
を
加
え
る
。　

　

第
十
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

　

（
第
一
種
事
業
方
法
書
の
公
表
）

第
十
条
の
二　

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
事
業
方
法
書
及
び
第
一
種
事
業
要
約
書
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
の
う
ち
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

　

二　

県
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

　

三　

関
係
市
町
村
の
協
力
を
得
て
、
関
係
市
町
村
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

　

（
説
明
会
の
開
催
）

第
十
条
の
三　

条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
方
法
書
説
明
会
は
、
で
き
る
限
り
方
法
書
説
明
会
に
参
加
す
る
者
の
参
集

の
便
を
考
慮
し
て
開
催
の
日
時
及
び
場
所
を
定
め
る
も
の
と
し
、
第
一
種
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
が
含
ま
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
事
業
者
が
必
要
と

認
め
る
場
合
に
は
、
方
法
書
説
明
会
を
開
催
す
べ
き
地
域
を
二
以
上
の
区
域
に
区
分
し
て
当
該
区
域
ご
と
に
開
催
す

る
も
の
と
す
る
。

　

（
説
明
会
の
開
催
の
公
告
）

第
十
条
の
四　

第
八
条
の
規
定
は
、
条
例
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２　

条
例
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

　

二　

第
一
種
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

　

三　

第
一
種
事
業
実
施
区
域

　

四　

第
一
種
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
の
範
囲

　

五　

方
法
書
説
明
会
の
開
催
を
予
定
す
る
日
時
及
び
場
所

　

（
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
）

第
十
条
の
五　

条
例
第
七
条
の
二
第
四
項
の
事
業
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一　

天
災
、
交
通
の
途
絶
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
に
よ
り
方
法
書
説
明
会
の
開
催
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
。

二　

事
業
者
以
外
の
者
に
よ
り
方
法
書
説
明
会
の
開
催
が
故
意
に
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
方
法
書
説
明
会
を
円

滑
に
開
催
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

　

（
第
一
種
事
業
方
法
書
の
記
載
事
項
の
周
知
）

第
十
条
の
六　

条
例
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
事
業
方
法
書
の
記
載
事
項
の
周
知
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
の
う
ち
二
以
上
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

第
一
種
事
業
要
約
書
を
求
め
に
応
じ
て
提
供
す
る
こ
と
を
周
知
し
た
後
、
当
該
第
一
種
事
業
要
約
書
を
求
め
に

応
じ
て
提
供
す
る
こ
と
。

二　

第
一
種
事
業
方
法
書
の
概
要
を
公
告
す
る
こ
と
。

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
種
事
業
方
法
書
の
記
載
事
項
を
周
知
さ
せ
る
た
め
の
適
切
な
方
法

２　

第
八
条
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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第
十
六
条
第
一
項
中
「
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
及
び
第
十
九
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
中
「
及
び
第
一
種
事
業
要
約
書
」
を
削
る
。

　

第
十
九
条
第
五
号
中
「
第
一
種
事
業
準
備
書
」
の
下
に
「
及
び
第
一
種
事
業
要
約
書
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

　

（
第
一
種
事
業
準
備
書
の
公
表
）

第
十
九
条
の
二　

第
十
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
十
条
の
二
第
三
号
中
「
関
係
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
、「
第
一
種
事
業
関
係
地
域
の
市
町
村
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
説
明
会
の
開
催
）

第
二
十
条　

第
十
条
の
三
の
規
定
は
、
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
準
備
書
説
明
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
三
中
「
第
一
種
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地

域
」
と
あ
る
の
は
、「
第
一
種
事
業
関
係
地
域
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
七
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

第
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
条
例
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
中
「
第
一
種
事
業
に
係
る

環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
事
業
関
係
地
域
」
と
、
同
項
第
五

号
中
「
方
法
書
説
明
会
」
と
あ
る
の
は
「
準
備
書
説
明
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
）

第
二
十
二
条　

第
十
条
の
五
の
規
定
は
、
条
例
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
七
条
の
二
第
四
項
の
事

業
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
五
中
「
方

法
書
説
明
会
」
と
あ
る
の
は
、「
準
備
書
説
明
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

（
第
一
種
事
業
準
備
書
の
記
載
事
項
の
周
知
）

第
二
十
三
条　

第
十
条
の
六
の
規
定
は
、
条
例
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
第
一
種
事
業
準
備
書
の
記
載
事
項
の
周
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
六
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
関
係
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
事
業
関
係
地
域
の
市

町
村
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
関
係
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
事
業
関
係
市
町
村
長
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

　

第
三
十
七
条
中
「
及
び
第
三
十
九
条
」
を
削
る
。

　

第
三
十
九
条
中
「
及
び
第
一
種
事
業
要
約
書
」
を
削
る
。

　

第
四
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
第
一
種
事
業
評
価
書
の
公
表
）

第
四
十
条
の
二　

第
十
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
十
条
の
二
第
三
号
中
「
関
係
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
、「
第
一
種
事
業
関
係
地
域
の
市
町
村
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
第
二
種
事
業
方
法
書
」
の
下
に
「
及
び
こ
れ
を
要
約
し
た
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二

種
事
業
要
約
書
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
種
事
業
方
法
書
」
の
下
に
「
及
び
第
二
種
事
業
要
約

書
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
第
二
種
事
業
評
価
書
の
公
表
）

第
五
十
四
条
の
二　

第
十
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
二
第
三
号
中
「
関
係
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
、「
第
二
種
事
業
関
係
地
域
の
市
町
村
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
六
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
工
事
の
着
手
後
の
調
査
報
告
書
の
公
表
）

第
六
十
六
条
の
二　

第
十
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
二
第
三
号
中
「
関
係
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
、「
第
一
種
事
業
関
係
地
域
の
市
町

村
又
は
第
二
種
事
業
関
係
地
域
の
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

別
表
第
一
の
十
の
項
中

を
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「

第
三
条

第
二
号

に
掲
げ

る
事
業

ハ　

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
要
件
と
な
る
面

積
を
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
第
一
種
事
業

の
要
件
と
さ
れ
る
面
積
の
う
ち
の
最
小

の
も
の
で
除
し
た
商
の
和
が
一
以
上
と

な
る
複
合
事
業

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業（
土
地
区
画
整
理
事
業
、

住
宅
団
地
の
造
成
の
事
業
、
公
園
の
設
置

の
事
業
、
運
動
施
設
等
の
設
置
の
事
業
又

は
工
場
・
事
業
場
用
地
の
造
成
の
事
業
に

あ
っ
て
は
、
事
業
実
施
区
域
内
に
環
境
保

全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ
れ
た
地

域
が
あ
る
も
の
に
限
る
。）の
要
件
と
な
る

面
積
を
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
第
二
種
事
業

の
要
件
と
さ
れ
る
面
積
の
う
ち
の
最
小
の

も
の
で
除
し
た
商
の
和
が
一
以
上
と
な
る

複
合
事
業
（
第
一
種
事
業
に
該
当
し
な
い

も
の
に
限
る
。）

」

「

第
三
条

第
二
号

に
掲
げ

ハ　

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
要
件
と
な
る
面

積
を
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
第
一
種
事
業

の
要
件
と
さ
れ
る
面
積
の
う
ち
の
最
小

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業（
土
地
区
画
整
理
事
業
、

住
宅
団
地
の
造
成
の
事
業
、
公
園
の
設
置

の
事
業
、
運
動
施
設
等
の
設
置
の
事
業
又



に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
一
の
項
、
四
の
項
及
び
七
の
項
か
ら
九
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し

く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
表
の
十
の
項
中
「
第
二
十
六
条
第

一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
、

を

に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
十
の
項
中

をに
改
め
る
。

　

別
表
第
四
の
十
一
の
項
中
「
十
の
項
」
を
「
十
の
項
の
ハ
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
五
の
十
二
の
項
中
「
十
の
項
」
を
「
十
の
項
の
ハ
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「　
　

�
　
　

事
業
方
法
書
送
付
書

」
を
「　
　

�

　
　

事
業
方
法
書
等
送
付
書

」
に
改
め
、「，

　
　

�

　
　

事
業
方
法
書

」
の
下
に
「
及
び　
　

�

　
　

事
業
要
約
書

」
を
加
え
る
。
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る
事
業

第
三
条

第
三
号

に
掲
げ

る
事
業

　

の
も
の
で
除
し
た
商
の
和
が
一
以
上
と

な
る
複
合
事
業

ニ　

風
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事
業

（
出
力
が
七
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

ホ　

風
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業

（
出
力
が
七
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

増
加
す
る
も
の
に
限
る
。）

は
工
場
・
事
業
場
用
地
の
造
成
の
事
業
に

あ
っ
て
は
、
事
業
実
施
区
域
内
に
環
境
保

全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ
れ
た
地

域
が
あ
る
も
の
に
限
る
。）の
要
件
と
な
る

面
積
を
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
第
二
種
事
業

の
要
件
と
さ
れ
る
面
積
の
う
ち
の
最
小
の

も
の
で
除
し
た
商
の
和
が
一
以
上
と
な
る

複
合
事
業
（
第
一
種
事
業
に
該
当
し
な
い

も
の
に
限
る
。）

風
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事
業
（
事

業
実
施
区
域
内
に
環
境
保
全
の
観
点
か
ら

法
令
等
に
指
定
さ
れ
た
地
域
が
あ
り
、
か

つ
、
出
力
が
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
七
千

五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
も
の
に
限

る
。）

風
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業
（
事

業
実
施
区
域
内
に
環
境
保
全
の
観
点
か
ら

法
令
等
に
指
定
さ
れ
た
地
域
が
あ
り
、
か

つ
、
出
力
が
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
七
千

五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
増
加
す
る
も
の
に

限
る
。）

」

「

８　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可

」

「

第
三
条

第
三
号

に
掲
げ

る
事
業

８　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可

１　

電
気
事
業
法
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
又
は
第
四
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

２　

自
然
公
園
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
第

三
項
の
許
可
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

３　

県
立
自
然
公
園
条
例
第
十
条
第
三
項
の
許
可

４　

自
然
環
境
保
全
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
四
項
の
同
意
、
第
二
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受

理
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
又
は
同
条
第
五
項
の
通
知
の

受
理

５　

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
の
許
可

６　

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指

定
の
解
除

７　

農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許
可

８　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可

」

「

８　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
又

は
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請

」

「

第
三
条

第
三
号

に
掲
げ

る
事
業

８　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
又

は
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請

次
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
、
最
初
に
行
う
行
為
の
前

１　

電
気
事
業
法
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
の
申
請
又
は
第
四
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

２　

自
然
公
園
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
第

三
項
の
許
可
の
申
請
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

３　

県
立
自
然
公
園
条
例
第
十
条
第
三
項
の
許
可
の
申
請

４　

自
然
環
境
保
全
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
協
議
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
条
第
五
項
の
通
知

５　

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
の
許
可
の
申
請

６　

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
申
請

７　

農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請

８　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
又

は
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請

」

十
二　

別
表
第
一
の

十
の
項
の
ニ
又
は

ホ
に
該
当
す
る
対

象
事
業

発
電
所
の
出
力

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

発
電
所
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ

と
。

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
三
百
メ
ー
ト
ル
以

上
離
れ
た
区
域
が
新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

十
三　

別
表
第
一
の

十
の
項
の
ニ
又
は

ホ
に
該
当
す
る
対

象
事
業

発
電
所
の
出
力

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

発
電
設
備
の
位
置

発
電
所
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ

と
。

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
三
百
メ
ー
ト
ル
以

上
離
れ
た
区
域
が
新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

発
電
設
備
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
移
動
し
な
い
こ
と
。



　

様
式
第
二
号
中
「　
　

�

　
　

事
業
方
法
書
の

」
を
「　
　

�

　
　

事
業
方
法
書
送
付
書
等
の

」
に
改
め
、「，

　
　

�
　
　

事
業
方
法
書

」
の
下
に
「及

び

　
　

�

　
　

事
業
要
約
書

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
３
号
（
第
８
条
，
第
10条
の
４
，
第
10条
の
６
，
第
17条
，
第
21条
，
第
23条
，
第
38条
，
第
52条
，
第
59条
，

第
61条
，
第
64条
関
係
）

公
告
事
項
報
告
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事

　
　
　
市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
事
業
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

 
�法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
�　

 
�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�　

 
�所
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
　
�　

　
　
環
境
影
響
評
価
条
例
第
　
　
�
　
　
条
第
　
　
�
　
　
項
の
規
定
に
よ
り
，

　
　
□
　
第
１
種
事
業
方
法
書
を
作
成
し
た
旨
等
　
　

　
　
□
　
方
法
書
説
明
会
を
開
催
す
る
旨
等

　
　
□
　
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
10条
の
６
第
１
項
第
２
号
の
第
１
種
事
業
方
法
書
の
概
要

　
　
□
　
第
１
種
事
業
準
備
書
を
作
成
し
た
旨
等

　
　
□
　
準
備
書
説
明
会
を
開
催
す
る
旨
等

□
　
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
23条
に
お
い
て
準
用
す
る
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
10の
６
第

１
項
第
２
号
の
第
１
種
事
業
準
備
書
の
概
要

　
　
□
　
第
１
種
事
業
評
価
書
を
作
成
し
た
旨
等

　
　
□
　
第
２
種
事
業
評
価
書
を
作
成
し
た
旨
等

　
　
□
　
対
象
事
業
の
内
容
を
変
更
し
た
旨
等

　
　
□
　
対
象
事
業
を
実
施
し
な
い
こ
と
と
し
た
旨

　
　
□
　
対
象
事
業
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
旨

　
　
□
　
対
象
事
業
の
実
施
を
他
の
者
に
引
き
継
い
だ
旨

　
　
□
　
対
象
事
業
の
工
事
完
了
後
に
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
の
実
施
を
他
の
者
に
引
き
継
い
だ
旨

　
　
□
　
対
象
事
業
の
工
事
着
手
後
の
調
査
報
告
書
を
作
成
し
た
旨
等

の
公
告
を
し
ま
し
た
の
で
，
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
　
　
�
　
　
条
第
　
　
�
　
　
項
の
規
定
に
よ
り
報

告
し
ま
す
。

対
象
事
業
の
名
称

対
象
事
業
の
種
類

対
象
事
業
の
規
模

公
告
年
月
日

広
告
の
方
法

住
所
所
属
・
職
名
・
氏
名

電
話
番
号

連
絡

先

備
考１
　
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

２
　
　
　
�
　
　
の
部
分
に
は
，
該
当
す
る
数
字
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

３
　
□
の
あ
る
欄
に
は
，
該
当
す
る
□
内
に
�
印
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

４
　
対
象
事
業
の
名
称
の
欄
に
は
，
事
業
者
が
対
象
事
業
に
付
し
た
固
有
の
名
称
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

５
　
対
象
事
業
の
種
類
の
欄
に
は
，
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
別
表
第
１
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
を
記
入

し
て
下
さ
い
。

�������������������

�������������������



　

様
式
第
四
号
中
「　
　

�

　
　

事
業
方
法
書
に
つ
い
て
の
意
見
の
概
要
等

」
を
「第

１
種
事
業
方
法
書
に
つ
い
て
の

意
見
の
概
要
等

」
に
、「，

　　
　

�

　
　

事
業
方
法
書

」
を
「，

　方
法
書
説
明
会
の
概
要
書
，

　第
１
種
事
業
方
法
書

」
に

改
め
、
同
様
式
備
考
中

「２

　
　
　

�
　
　

の
部
分
に
は
，

　
「第

１
種

」又
は

「第
２
種

」の
い
ず
れ
か
を
記
入
し
て
下
さ
い

。

　

３
対
象
事
業
の
名
称
の
欄
に
は
，

　事
業
者
が
対
象
事
業
に
付
し
た
固
有
の
名
称
を
記
入
し
て
下
さ
い

。

 

を　
　

　

４
対
象
事
業
の
種
類
の
欄
に
は
，

　環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
別
表
第
１
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分

　
　

を
記
入
し
て
下
さ
い

。 

」　

　
　

「２
対
象
事
業
の
名
称
の
欄
に
は
，

　事
業
者
が
対
象
事
業
に
付
し
た
固
有
の
名
称
を
記
入
し
て
下
さ
い

。

　

３
対
象
事
業
の
種
類
の
欄
に
は
，

　環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
別
表
第
１
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分

 

に
改
め

　
　

を
記
入
し
て
下
さ
い

。 

」　

　
　

る
。

　

様
式
第
六
号
中
「　
　

�

　
　

を

」
を
「　
　

�
　
　

事
業
要
約
書
を

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中
「，

　

　
　

�

　
　

の
部
分
に
は

「第
一
種
事
業
要
約
書

」又
は

「こ
れ
を
要
約
し
た
書
類

」の
い
ず
れ
か
を

」
を
削
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「説

明
会

」
を
「準

備
書
説
明
会

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
十
の
項
の
改
正
規
定
（
同
表

第
十
の
項
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
当
該
施
行
に
よ
り
新
た
に
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
九
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
第

二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
事
業
と
な
る
事
業
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。）
前
に
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
の

申
請
又
は
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の
（
施
行
日
以
後
、
そ
の
内
容
を
変
更
せ

ず
、
又
は
改
正
後
の
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
の
み
を
し
て
実

施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
は
、
環
境
影
響
評
価
条
例
第
二
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

（5）　 平成24年12月28日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第54号　　 


